
きずな　第218号

8

・
特
殊
詐
欺
等
対
策
課

・ 薬
務
課

県
か
ら
の
お
知
ら
せ

毎年10月17日から23日までの1週間は毎年10月17日から23日までの1週間は
「薬と健康の週間」 「薬と健康の週間」 です。です。

薬務課薬務課

薬剤師は調剤だけではなく、余ったお薬の整理や多剤服用の解消な

ど色々な相談に応じてくれます。「かかりつけ薬局」があれば、薬の副作

用や飲み間違いなど、いざという時に電話で相談ができます。医療情報

ネット（ナビイ）を活用して自分にあった「かかりつけ薬局」を探して

みましょう。詳しくは「ナビイ」で検索

また、複数のお薬を服用するときには、薬の飲み合わせに注意が必要です。「お

薬手帳」があれば、医師・薬剤師にお薬の情報を的確に伝えることができて、

重複や相互作用の発生を防ぐことができます。特に「電子版お薬手帳」は緊

急時や災害時でもお薬の情報を確認することができるので便利です。「お薬手

帳」を上手に活用しましょう。

【特殊詐欺等対策課】ニセ警察詐欺に注意【特殊詐欺等対策課】ニセ警察詐欺に注意

防犯のポイント
①警察官が、電話で捜査対象となっているなどと

伝えることはありません。

②警察官がSNSで連絡をしたり、警察官が警察手
帳や逮捕状の画像を送ることはありません。

ターゲットは無差別!
警察をかたる詐欺電話の手口／ニセ警察詐欺が増加しています！／

ひょうご地域安全
SOSキャッチ電話相談
☎︎078-341-1324
月〜金 9:00〜16:00

（祝日・12/29〜1/3除く）電話相談のみ

異変を感じたらすぐご連絡を!


